
参照条文

○都市計画法（昭和四十三年六月十五日法律第百号 （抄））

（開発許可の基準）

第三十三条 都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行

為が、次に掲げる基準（第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定め

る制限を含む ）に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく。

命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。

一～十三 略

十四 当該開発行為をしようとする土地若しくは当該開発行為に関する工事をしようとする

土地の区域内の土地又はこれらの土地にある建築物その他の工作物につき当該開発行為の

施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を

得ていること。

２～８ 略

○建物の区分所有等に関する法律（昭和三十七年法律第六十九号 （抄））

（建替え決議）

第六十二条 集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り

壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一

部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議（以下「建替え決議」という ）をすること。

ができる。

２～８ 略

（区分所有権等の売渡し請求等）

第六十三条 略

２・３ 略

４ 第二項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議

の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者（これらの者の承継人を含む ）。

又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者

として指定された者（以下「買受指定者」という ）は、同項の期間の満了の日から二月以。

内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者（その承継人を含む ）に対し、区分所。

有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議があつ

た後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した者（その承継人を含む ）の敷地利用。

権についても、同様とする。

５～７ 略

（建替えに関する合意）

第六十四条 建替え決議に賛成した各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する

旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者（これ

らの者の承継人を含む ）は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものと。



みなす。

（団地内の建物の一括建替え決議）

第七十条 団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、かつ、当該団地内建物の敷地（団

地内建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされた土地をい

い、これに関する権利を含む。以下この項及び次項において同じ ）が当該団地内建物の区。

分所有者の共有に属する場合において、当該団地内建物について第六十八条第一項（第一号

を除く ）の規定により第六十六条において準用する第三十条第一項の規約が定められてい。

るときは、第六十二条第一項の規定にかかわらず、当該団地内建物の敷地の共有者である当

該団地内建物の区分所有者で構成される第六十五条に規定する団体又は団地管理組合法人の

集会において、当該団地内建物の区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該団

地内建物につき一括して、その全部を取り壊し、かつ、当該団地内建物の敷地（これに関す

る権利を除く。以下この項において同じ ）若しくはその一部の土地又は当該団地内建物の。

敷地の全部若しくは一部を含む土地（第三項第一号においてこれらの土地を「再建団地内敷

地」という ）に新たに建物を建築する旨の決議（以下この条において「一括建替え決議」。

という ）をすることができる。ただし、当該集会において、当該各団地内建物ごとに、そ。

れぞれその区分所有者の三分の二以上の者であつて第三十八条に規定する議決権の合計の三

分の二以上の議決権を有するものがその一括建替え決議に賛成した場合でなければならな

い。

２・３ 略

４ 第六十二条第三項から第八項まで、第六十三条及び第六十四条の規定は、団地内建物の一

括建替え決議について準用する。この場合において、第六十二条第三項中「前項第三号及び

第四号」とあるのは「第七十条第三項第四号及び第五号」と、同条第四項中「第一項に規定

する」とあるのは「第七十条第一項に規定する」と 「第三十五条第一項」とあるのは「第、

六十六条において準用する第三十五条第一項」と 「規約」とあるのは「第六十六条におい、

て準用する第三十条第一項の規約」と、同条第五項中「第三十五条第一項」とあるのは「第

六十六条において準用する第三十五条第一項」と、同条第七項中「第三十五条第一項から第

四項まで及び第三十六条」とあるのは「第六十六条において準用する第三十五条第一項から

第四項まで及び第三十六条」と 「第三十五条第一項ただし書」とあるのは「第六十六条に、

おいて準用する第三十五条第一項ただし書 と 同条第八項中 前条第六項 とあるのは 第」 、 「 」 「

六十一条第六項」と読み替えるものとする。

○開発許可制度運用指針（抄）

Ⅲ－５－８ 第１４号関係（関係権利者の同意）

本号において、開発許可基準として「開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施

の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意」が必要とされているが、運用に当たっては、下

記事項に留意することが望ましい。

（１ 「開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者」）

については、開発行為をしようとする土地又は当該開発行為に関する工事をしようとす

る土地の区域内にある土地等について所有権、地上権、抵当権等当該開発行為の施行の



妨げとなる権利を有する者であること。なお、開発に伴う係争が生じる蓋然性が高いと

認められる場合で、その未然防止の観点から、これらの権利を有しない開発区域の隣接

地主並びに周辺住民等と調整を行わせることが望ましいと判断される場合においては、

開発行為の内容の明確化、その円滑な推進等の観点から、必要かつ合理的な範囲で開発

許可手続とは別に説明、調整を行うよう申請者に対し指導を行うことが望ましいが、同

意書の添付までは義務付けないよう適切な運用に努めること。

（２ 「相当数の同意」については、開発行為の事前協議の開始の段階において、開発区域内）

の関係権利者の同意を「相当数」を大幅に上回り求めることは、開発者に対し過大な負

担となる可能性が高いので、事前協議と並行して関係権利者の同意の取得を求めるよう

弾力的な運用に努めること。

（３ 「相当数の同意を得ていること」に該当する場合とは、開発行為をしようとする土地及）

び開発行為に関する工事をしようとする土地のそれぞれについて、概ね、①同項同号に

規定する権利を有するすべての者の３分の２以上並びにこれらの者のうちの所有権を有

するすべての者及び借地権を有するすべての者のそれぞれの３分の２以上の同意を得て

おり、かつ、②同意した者が所有する土地の地積と同意した者が有する借地権の目的と

なっている土地の地積との合計が土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地

積との合計の３分の２以上である場合を指すものであること。

（４）同意書に添付する印鑑証明については、同意者の意思確認上必要な書類ではあるが、添

付するものは同意書作成時のもので足り、同意者の真意、権原に疑義がある等特別な理

由がない限り、新規のものへの取り直しを要求することは適当ではないこと。


